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類別：器 38 医療用鈎 

 一般医療機器 鈎 （JMDN コード 35105000） 

 

牽引フック ＭＰセット 
再使用禁止 

 

[警  告] 

1) 本品に亀裂・傷・汚れ・摩耗などの異常があるものは使用 

  せず、新しいものに交換すること。［本来の性能が発揮され 

ない恐れがあるため］ 

2) 創口の大きさに適した製品サイズ、数量を選択すること。

[必要な術野を確保できない恐れ、また、局所的に、組織に

過度な負荷をかける原因になりうるため] 

 

[禁忌・禁止] 

「適用対象（患者）」 

1) 金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しな

いこと。［アレルギー反応が発現する恐れがあるため］ 

「使用方法」 

1) 再使用禁止 [結束部において、十分な洗浄ができないため] 

2) 再滅菌禁止 [無菌性が担保できないため] 

3) 本品を加工、改造しないこと。［劣化・故障・破損等の原因に 

なりうる］ 

4) 使用目的以外の用途には使用しないこと。[故障・破損等の原

因になりうる] 

 

[形状・構造及び原理等] 

1.組成 

鈎   ： ステンレス 

糸   ： シルクブレード 

輪ゴム ： 天然ゴム、イソプレンゴム、ポリウレタンゴム 

 

2.形状・構造 

  

 代表的形状 

    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[使用目的又は効果] 

本品は、遠位部が丸い先端又は尖った先端に向かって湾曲した、

軸様のハンドルを持つ、つり針状の鈎である。その鈎を組織に引

っ掛けることにより、術野を覆う組織を広げ、牽引、保持するた

めの器具である。 

 

[使用方法等] 

1)本品は滅菌品であるので、開封後直ちに使用することができる。 

2)組織につり針状の鈎を掛け、輪ゴムによる張力を利用して、組

織を広げ保持する。その際、輪ゴム側は鉗子や持針器等を介し

て固定することもできる。 

3)つり針の先端が適切に組織に掛かっているか、適切な張力でつ

り針が引っ張られているかを確認すること。 

4)本品を取り外す際は急な操作は避け、徐々に緊張状態から解放

すること。 

5)使用後は医療用廃棄物として、施設所定の方法で適切に処理す

ること。 

 

[使用上の注意] 

1.使用方法等に関連する使用上の注意 

 1)輪ゴム又は糸の予期せぬ破断を想定し、飛散した部材が組織等

に重大な損傷を与えないよう、針の装着箇所、牽引方向、引張力

を考慮して取り付けること。 

2)取外しの際、本品に付着した組織等が飛散しないよう、十分に注 

意すること。 

 

2.使用注意 

1)本製品のうち、天然ゴム（ラテックス）を使用している製品に

ついては、発疹、発熱、呼吸困難等、様々なアレルギー症状を引

き起こす恐れがあるため、使用前にアレルギーの有無を確認し、

アレルギー反応のある患者に対しては使用しないこと。 

 

3.重要な基本的注意 

1)使用前に、包装材料に傷、裂け目等がないことを確認すること。 

2) 包装材料が損傷している場合には、必ず廃棄すること。 

3) 一旦開封したものは、未使用であっても廃棄すること。 

4)鉗子や持針器等で把持する際、不用意に過大な力をかけること

により、つり針表面に傷を付けないよう注意すること。 

5)輪ゴムを伸ばし過ぎると、断裂や釣り針が外れる恐れがあるた

め、必要以上に伸ばさないこと。 

6)電気メス等を用いる際は、本品(つり針・糸・ゴム)と接触しな

いよう十分注意すること。 

 

4.不具合・有害事象 

1) 重大な不具合 

不適切な保管、取扱いの状況下においては、破損(針折れ・糸切 

れ・糸抜け・ゴム切れ等)、変形、劣化等が生じる恐れがある。 

 

[保管方法及び有効期間等] 

1.保管方法 

1)高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、清潔な場所で、室温に 

て保管すること。  

2)変形や損傷の原因となりうるため、本品に荷重のかからない状 

態で保管すること。 

 

2.有効期間 

天然ゴム     ： １年 

イソプレンゴム  ： ５年 

ポリウレタンゴム ： ５年 

 

[製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等]  

株式会社 ベアーメディック 

電話番号：03-3818-4041 
  


